
静岡県障害を理由とする差別の解消に推進に関する条例の改正について 【資料2-2】

R5団体ヒアリング R5団体ヒアリング

区分番号 判断 理由 関連する条例改正に対する意見 判断 理由 備考（関連する施策等への意見）

法改正及びR3団体意見 R5団体ヒアリング前 R5団体ヒアリング後 最終

内容 条例（案）

旧 新 新

新設

（新）地方公共団体
は、障害を理由とする
差別を解消するための
取組に資するよう、地
域における障害を理由
とする差別及びその解
消の取組に関する情報
の収集、整理及び提供
を行うよう努めるもの
とする。

（新）県は、障害を理由とする差
別を解消するための取組に資する
よう、障害を理由とする差別及び
その解消のための取組に関する情
報の収集、整理及び提供を行うよ
う努めるものとする。

新

新

障害があることに加え、性別、年
齢その他の要因が複合することに
より特に困難な状況に置かれる場
合においては、その状況に応じた
配慮がなされること。

改正障害者差別解消法第16条
（情報の収集、整理及び提供）

第24条（情報の収集、整理及び提供）

現

新設

障害者差別解消条例
第5条(県民の役割)

現

(県民の役割)
　県民、事業者（法第2条第7号に規定
する事業者をいう。以下同じ）及び障
害を理由とする差別の解消の推進に関
する関係団体（以下「県民等」とい
う。）･･･（略）

現

（基本理念）
第3条　障害があることに加え、女性であるこ
と、男性であること、年齢その他の要因が複合
することにより特に困難な状況に置かれる場合
においては、その状況に応じた配慮がなされる
こと。

　障害があることに加え、女性である
こと、男性であること、年齢その他の
要因が複合することにより特に困難な
状況に置かれる場合においては、その
状況に応じた配慮がなされること。

Ⅰ

法
改
正
に
か
か
る
こ
と

④ ×

条例第23条、第24条の表
彰、県民会議が同等のもの
と考えられる。

・条例に明記をした上で、事例
検討を行う等情報の収集、整
理、提供は行ってもらいたい

・静岡県では、情報の収集、整
理及び提供は協議会で事例の提
供等を行っている。件数等も公
表しているため、現在行ってい
る。事実としてあるのであれ
ば、条例に明記をすべきかと考
える。県民会議は表彰が主と
なっているため、情報の収集、
整理及び提供とは異なるように
感じる。新たに条文としてのせ
るのか、協議会の条項に載せる
のか、県条例に記載をするべき
だと考える

・法第16条第２項を新設した意
味は重く、情報の収集、整理及
び提供の努力義務を規定した条
文を条例においても新設するべ
きである。

○

左記意見を踏まえ、今回の
法改正により情報の収集、
整理及び提供が求められて
いることから、条例にも明
記し取り組んでいく。

・差別解消に関する情報の収
集、整理及び提供は県として
取り組んでもらいたい

・事例集を作成してほしい

・県民会議の在り方について
は検討してもらいたい

Ⅱ

団
体
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
条
文
改
正
に
関
す
る
意
見
に
か
か
る
こ
と
（
令
和
３
年
度
）

⑤事業者に関する定義を記載してほしい。 ×

第5条の県民等の役割に事
業者（法第2条第7号に規定
する事業者をいう。）と記
載がされている。

×

⑥

障害者差別解消条例第3条(3)の「女性」「男
性」の表現方法を検討してほしい。

×

条文に明記はしていない
が、年齢その他の要因が複
合することにより特に困難
な状況に置かれている場合
に性的マイノリティの方も
含まれる。
表現方法については、静岡
県男女共同参画推進条例が
条例改正は行う予定はな
く、国から通知等もでてい
ないということから、改正
は行わない。

・「性別」と簡潔に記載をして
はどうか
・静岡県男女共同参画推進条例
は男女平等であることを進める
ための条例あり、意味合いが違
う。記載方法は検討すべきであ
る。パブリックコメントにおい
て意見を記載する

○

基本方針第5の１（１）に
「障害者の性別、年齢、状
態等に配慮するとともに」
という一文があることから
基本方針に則した記載方法
に変更する。
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R5団体ヒアリング R5団体ヒアリング

区分番号 判断 理由 関連する条例改正に対する意見 判断 理由 備考（関連する施策等への意見）

法改正及びR3団体意見 R5団体ヒアリング前 R5団体ヒアリング後 最終

内容 条例（案）

⑧ ×
法、条例の性質上、障害の
ある人という表現は必要で
あると考える。

・障害のある人の表現が多いこ
とについては、条文を確認する
と、障害がある人や障害者と表
記が違うため、障害がある人に
統一して記載をしてはどうか。

×

第２条で用語の定義をして
おり、以降は障害者と記載
されている。前文及び定義
においては障害者と表記す
ることがふさわしくないた
め、現行のままとする。

⑨ ×

前文は規範性を持つもので
はなく、条例制定時に県民
から寄せられた意見や想い
等を踏まえ、県民が理解し
やすいように記述したもの
である。

・障害がある者が働く幸せを感
じられるように就労支援を行う
というところは働くことが幸せ
を感じるとは限られないため、
働きたい意思がある障害者に就
労支援を行うなどに表記を変更
してはどうか。

×

県民から寄せられた意見や
想い等を踏まえ、県民が理
解しやすいように記述をし
ている内容であり規範性を
もつものではない。改正の
対象外とする。

⑩ ×

障害者支援を考える上で、
重要なキーワードではある
が、差別解消条例にはなじ
まないと考える。

・手話言語条例が施行されてお
り、障害者差別解消条例にもい
れてはどうか。例えば、意思疎
通及び情報取得のための手段を
選択できる機会が保証されるよ
うに記載をし、手話や要約筆記
等の情報が保証されると思うの
で、表記すべきではないかと考
える。

×

条例制定時に、障害者団体
からの意見も踏まえ、「差
別解消と要約筆記、点字等
障害者のコミュニケーショ
ン手段の利用促進は別のも
のである」と整理をし、条
例に記載しなかった経緯が
あることから、本県の条例
には記載しない。

相談及び紛争解決の体制について、協議会の助
言または、あっせんに加えて県が担う部分も記
載が必要である。

(相談への対応)
第11条　何人も、県に対し、障害を理由とする
差別に関する相談をすることができる。
2　県は前項の規定により相談を受けたときは、
その内容に応じて次に掲げる対応をするものと
する。
(相談員の配置等）
第12条　知事は、前条第2項各号に掲げる対応を
する者として、相談員を置くことができる。
(事実の調査)
第14条　知事は前条第1項の申立てがあったとき
は、当該申立てに係る事実の調査を行う者とす
る
2　知事は、必要があると認めるときは、相談員
に前項の調査の全部又は一部を行わせることが
できる
3　略
(助言又はあっせん)
第15条　知事は、第13条第1項の申立てがあった
場合において、当該対象事案の解決を図るため
に必要があると認めるときは、協議会に対し、
当該対象事案の当事者に対する助言又はあっせ
んを行うよう求めるものとする。
2　協議会は･･･(略)

「障害がある人」の表現が全体として多く、
「障害のある人」を特別視している表現ともと
れる。

前文｢障害がある者が働く幸せを感じられるよう
に就労支援を行うなど」の記載方法は、「障害
のある人が働いていない」等を前提とした表現
とも捉えられる。

条例の文面に「情報保証」「移動」「コミュニ
ケーション支援」の３つの保証をいれてほしい
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⑦ ×

県が担う部分については、
｢知事が｣と記載がされてお
り、協議会が助言あっせん
は行うものの全て知事(県)
が協議会に対して求め、そ
の結果必要な措置は知事
(県)が行う。他県条例を確
認をしても同様の内容が多
い。条文にこれ以上の県の
役割を示す必要はないと考
える。

×

県が担う部分については、
｢知事が｣と記載がされてお
り、協議会が助言あっせん
は行うものの全て知事(県)
が協議会に対して求め、そ
の結果必要な措置は知事
(県)が行う。他県条例を確
認をしても同様の内容が多
い。条文にこれ以上の県の
役割を示す必要はないと考
える。

・人材の育成を図ることや、
確保のための措置を図ること
は、条例に明記してもらった
方が良い
→左記意見は、Ⅰ③に関する
内容である。
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R5団体ヒアリング R5団体ヒアリング

区分番号 判断 理由 関連する条例改正に対する意見 判断 理由 備考（関連する施策等への意見）

法改正及びR3団体意見 R5団体ヒアリング前 R5団体ヒアリング後 最終

内容 条例（案）

⑪ ×

条例第1条の目的に記載が
ある｢すべての県民が、障
害の有無によって分け隔て
られることなく、相互に人
格と個性を尊重し合いなが
ら共生する社会の実現に資
することを目的とする」が
心のバリアフリーの意味と
同義であることから、改正
は行わない。

・表現としては、思いやりと同
じように捉えられると違うた
め、障害者に対する県民の理解
を深め、誰もが個人の尊厳及び
権利を尊重される社会の実現と
記載されれば、同様になると考
えた。障害者も健常者も誰もが
個人の尊厳や権利が尊重される
記載の方が良い。

×

条例第１条は、この条例が
法の趣旨に則っていること
を明らかにしたものであ
り、その文言には、法第１
条の文言を一部引用してい
る。
今回の法改正において、第
１条の改正はないことか
ら、第１条の改正も行わな
い。

・環境の整備だけですすめる
には穴がでてくるため、心の
バリアフリーは広めてもらい
たい。

・心のバリアフリーについて
記載をしてほしいという意見
もあるが、心のバリアフリー
ではなく、まずは建物の整備
等のバリアフリー化をしてい
くべきである。心のバリアフ
リーは自分達が人の手を借り
ることになる。誰もが同じよ
うに生活するには心のバリア
フリーではなく、環境整備を
することが必要。条例として
ふみこめないなら、県として
の取り組んでもらいたい。

⑬ ×

他県の名称をみても禁止と
いう文言は使っていない。
罰則規定があるわけではな
いため、改正は行わない。

×

心のバリアフリーという文言をいれてもらいた
い。

差別解消法、バリアフリー法の改正に沿った内
容で改正してもらいたい。

公立小中学校は、令和３年4月施行の改正バリア
フリー法により建築物移動等円滑化基準適合義
務の対象に追加されているが、学校関係のバリ
アフリーの設置が進まない。コスト面を考える
と難しいこともわかるが、前向きな姿勢は見せ
てもらいたい。

名称を差別禁止条例と変更してもらいたい。
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⑫ ×

静岡県では、静岡県福祉の
まちづくり条例がバリアフ
リー法に沿った内容であ
り、本条例には改正内容に
は適さない。

・設備面に関する記載のため、
条例にも記載をしてほしい。本
人及び家族が通常学級を選択し
た場合、拒否せず、可能な限り
の合理的配慮の提供をする必要
があると記載をすればスロープ
等を検討してもらえるのではな
いかと考えた。

・バリアフリー法が静岡県福祉
のまちづくり条例に沿った内容
であるため、条例に適さないと
いうことで条例に盛り込まない
となっているが、静岡県福祉の
まちづくり条例は、新規の建物
に対しては基準を満たすよに記
載があるが、既存の建物につい
ては、記載がない。インクルー
シブ教育を目指している中で建
物のバリアフリー化なくしては
目指すことはできない。条例に
落とし込む、こまないで、静岡
県として取り組まないというこ
とではないと思うが、条例に盛
り込むことで意識づけをしても
らいたい。

×

静岡県では、「静岡県福祉
のまちづくり条例」がバリ
アフリー法に沿った内容で
あり、本条例の改正内容に
は適さない。なお、「本人
及び家族が通常学級を選択
した場合、拒否せず、可能
な限りの合理的配慮の提供
をする必要がある」は法律
の内容を超える規制であ
り、慎重な議論が必要であ
る。

仮に既存の建物について条
例に盛り込むのであれば、
盛り込む先は「静岡県福祉
のまちづくり条例」となる
べきであると考えられるこ
とから、本条例の改正内容
としては適さない。

・公共施設のバリアフリー化
は県としてもすすめてもらい
たい。

・災害時の障害者に対する対
応はすすめてもらいたい。避
難所や仮設トイレ等車椅子
ユーザーにとっては、利用し
づらいことが多く。避難訓練
への参加を断られることもあ
る。
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法改正及びR3団体意見 R5団体ヒアリング前 R5団体ヒアリング後 最終

内容 条例（案）

⑭ ×

災害時の避難所のバリアフ
リー化等整備は障害のある
方に限らず、要配慮者と言
われるすべての方々に関わ
る内容である。そのため、
本条例の改正内容として新
たに設けることは行わな
い。
　ただし、静岡県地震対策
推進条例には要配慮者への
配慮も規定され、ほかにも
災害対策基本法に基づき、
地域防災計画にも示されて
いるため、関係課とともに
避難所の環境整備に関する
取り組みは必要であると考
える。

⑮ ×

法律の定義に沿って規定を
している。尚、記載はして
いないが、障害者基本法や
障害者差別解消法と同じく
高次機能障害は精神障害に
含まれている。

⑯ ×

基本方針において、不当な
差別的取扱いの基本的な考
え方に「社会的障壁を解消
するための手段(車椅子、
補助犬その他の支援機器等
の利用や介助者の付添い
等)の利用等を理由として
行われる不当な差別的取扱
いも」該当する旨改正され
たことから、静岡県におい
ても基本方針に沿って条例
の対応、解釈、運用を行っ
ていく。

⑰ ×

条例第10条第2項では、協
議会が法第18条第1項の規
定に基づき関係機関が行う
障害を理由とする差別に関
する相談及び当該相談にか
かる事例を踏まえた障害を
理由とする差別を解消する
ための取組を効果的かつ円
滑に行うため、①情報交
換、②障害者からの相談等
を踏まえた取組に関する協
議を行うこととしており、
明記はされていないが、具
体的事案の対応例の共有・
協議も含まれる。

⑱ ×

第10条第3項第1号に相当す
るとし、静岡県障害者差別
解消支援協議会では、事業
者団体の代表として静岡県
経営者協会に参画いただい
ている。

・避難所に関するバリアフリーについて条例に
のせてもらいたい

条例第２条第１号の用語の定義の障害者に精神
障害に高次脳機能障害を含める。

条例第２条第４号の用語の定義の不当な差別的
取扱いに本人だけでなく、車椅子、補助犬その
他の支援機器等の利用や介助者の付添い等の社
会的障壁を解消するための手段の利用等を理由
として行われる不当な差別的取扱いも該当する
ように改正する必要がある。

条例第10条第２項に具体的事案の対応例の共
有・協議を入れる

条例第10条第３項第１号事業者に合理的配慮の
提供を義務付けた意義は大きく、地域の事業者
団体にも協議会に参画させる。
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